
 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪 問 介 護 
 

重要事項説明書兼契約書 

（介護予防・生活支援サービス） 

 

 

 

 

 

グッドライフヘルパーステーション 

 

 

 



訪問型サービスに関わる重要事項について、以下に明記をします。サービスのご依頼

に際し、ご確認の上ご了承を頂く様、何卒お願い致します。 

  

１「サービス提供事業所の概要」 

 

２「サービス提供事業者の概要」 

法人名 医療法人 三宅会 

代表者 理事長 三宅 潤一 

本社所在地    広島県福山市東町一丁目 1 番 18 号 

電話番号 ０８４-９２３－０２２０ 

連携医療機関 三宅会グッドライフ病院 

事業内容 

介護予防支援、介護予防、居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、通所介護、

短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、有料老人ホーム、サービ

ス付き高齢者向け住宅、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、家事代行 

 

３ 「事業の目的」 

関係法令等に基づき、人員及び管理運営に関する事項を定めた上で、利用者に対し、

適切なサービスの提供をすることを目的とします。 

 

４ 「運営の方針」 

① 利用者が有する能力に応じ、可能な限り自立した居宅での日常生活を営むこと

ができる様に、日常生活全般に必要とされる支援を総合的に提供します。 

② サービスの提供にあたり、利用者が自立した生活を営むための目標を設定し、計

画的に行うとともに、介護予防支援等事業者との連携に努めます。 

③ サービスの提供にあたり、関係市区町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの

連携を図ることにより、総合的なサービスの提供に努めます。 

事業所名 グッドライフヘルパーステーション 

所在地 広島県福山市東町一丁目 3 番 8 号 

電話番号 ０８４－９２３－１２８８ 

ＦＡＸ ０８４－９４４－３６９７ 

営業日 年中無休  

営業時間 午前９時 ～ 午後６時まで 

サービス提供時間 午前９時 ～ 午後６時まで  

サービス提供地域 福山市内 



④ サービスの提供にあたり、常に利用者の意思や人格を尊重します。 

⑤ 事業の運営にあたり、自らが提供するサービス品質の評価を適切に行い、常に改

善を図ります。 

 

５ 「当該事業の人員体制」 

 資格 業務内容 常勤 非常勤 合計 

管理者 看護師 管理全般 ０名 １名 １名 

サービス提供責任者 介護福祉士 計画作成、調整等 ３名 ０名 ３名 

訪問介護員 
介護福祉士 

生活援助全般 
7 名 ４名 １１名 

初任者研修修了者等 ２名 ４名 6 名 

 

 

 

 

 

 

 



            様（以下、「利用者」といいます）と医療法人 三宅会（以下、「事

業者」といいます）は、グッドライフヘルパーステーション（以下、「事業所」といいます）

が、利用者に対して提供をする訪問型サービスについて、次の通り契約を締結します。 

 

第１条「契約の目的」 

事業者は介護保険法等の関係法令及び、本契約に従い、利用者が可能な限り居宅におい

て、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができる様な、訪問型サービス

を提供することとします。 

 

第２条「契約の有効期間」 

本契約の有効期間は、     年    月   日から第９条３項、及び第１１条・

１２条・１３条の、いずれかに該当をする日までとします。 

 

第３条「訪問型サービスの内容」 

１ 事業者が利用者に対して実施する訪問型サービスの内容は｢契約書別紙｣に定める

通りです。事業者は｢契約書別紙｣に定めた内容について、利用者や必要に応じて、

その家族に説明を行います。 

２ 事業者はサービス従事者を利用者の居宅に派遣し、｢契約書別紙｣に定めたサービス

内容を第４条規定の訪問型サービス計画に従い提供します。 

 

第４条「訪問型サービス計画書」 

１ 事業者は利用者の日常生活の状況及びその意向を踏まえ、利用者の介護予防サービ

ス計画等に沿った計画を作成し、計画的なサービス提供に努めます。 

２ 事業者は利用者がサービスの内容変更を希望し、その内容が介護予防サービス計画

等の範囲内で可能な場合には、当該サービス計画を変更します。 

３ 事業者は利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合には、迅速に介護

予防支援等事業者への連絡調整等の援助を行います。 

 

第５条「サービスの従事者」 

 １ 第３条２項に定めるサービス従事者とは、介護福祉士及び介護職員初任者研修を修

了した者等、介護保険法または市区町村が示す規程等に規定された者とします。 

 ２ 利用者が派遣されるサービス従事者の交代を希望する場合は、業務不適と認められ

る事実等を詳細に明らかにした上で、事業者にサービス従事者の交代を申し出るこ

とができます。 

 ３ 事業者はサービス従事者の交代により、利用者及び介護者等に対してサービス上の

不利益が生じないよう、十分に配慮するものとします。 

 



第６条「身分証の携行義務」 

  前条１項に定めるサービス従事者は、常に身分証を携行し、利用者、または 

家族から提示を求められた時には、身分証の提示をします。    

 

第７条「サービス提供等の記録」 

 １ 事業者は当該サービスの実施毎に「サービス実施記録」に、提供したサービス内容等

の必要事項を記入し、サービス終了時に利用者の確認を受けることとします。 

 ２ 事業者は前項の「サービス実施記録」等の書面を作成した後、当該契約の終了後は介

護保険法等で規定された期間保管をします。 

 ３ 利用者は事業所の営業時間内に、当該事業所内にて、当該利用者に関する「サービス

実施記録」等を閲覧できます。 

 ４ 利用者は当該利用者に関する「サービス実施記録」等の複写物の交付を申し出ること

ができます。但し情報量や提供方法等によっては、一定の猶予や手数料を頂戴する場

合があります。なおその際には事前に説明するものとします。 

 

第８条「サービスの利用料金」 

 １ 利用者はサービスの対価として｢契約書別紙｣に規定された料金を支払います。なお、

サービス従事者がサービス提供上使用する電気料金、水道料金、ガス料金は、利用者

の負担とします。 

 ２ 事業者はサービス利用月の合計料金を記した請求書に明細を付して、翌月１０日前

後に利用者へ発送します。 

 ３ 利用者はサービス利用料金の全額を金融機関からの引き落とし、若しくは現金にて

支払います。 

 ４ サービス利用料金の領収書は、事業者がその支払いが確認でき次第発行をし、直近の

請求書と併せて送付します。 

５ 保険者独自の減額制度によるサービス利用料金の軽減は、事業者が認定証の提示を

受けた月のサービス利用分から適用されます。 

 

◆料金規定 

１.利用料金 

福山市の規定額となります。 

 

２.キャンセル規定 

   原則サービス実施日の前日午後５時までに、ご連絡を頂いた場合は発生しません。 

①  利用料金が１回毎に設定されている場合 

前日の午後５時以降にご連絡を頂いた場合、また事前のご連絡なくサービス提供

が中止となった場合は、キャンセル料として１,０００円を頂きます。 



 

②  利用料金が月額制の場合 

前日の午後５時までにご連絡がないキャンセルが続く等、一度も実績が発生しな

かった月は、協議の上、別途キャンセル料金を頂く場合があります。 

 

※但し病変や急な入院等やむを得ない事情の場合は①、②ともこの限りではありません。 

 

第９条「サービス利用料金の変更」 

 １ 本契約の有効期間中に介護保険法や市区町村の規程等の改正により、利用料金の改

定が必要となった場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合事業者

は、規程等の改正後、利用者に対し改定の施行時期及び改定後の金額を通知し、本契

約の継続について確認をするものとします。 

２ 前項以外の事由による変更の場合には、事業者は利用者に対して１ヶ月前までに文

書で通知することにより、サービス利用料金の増額または減額を申し入れることが

できます。 

 ３ 利用者は前項の変更を了承することができない場合、事業者に対して文書で通知す

ることにより、本契約を解約することができます。 

 ４ 前項の場合、利用者は提供済みのサービスについては、所定の利用料金を事業者に支

払うものとします。 

 

第１０条「サービスの中止及び変更」 

 １ 利用者は事業者に対して、サービス利用の前日の午後５時までに通知をすることで、

料金の負担なくサービス利用の中止及び変更をすることができます。 

２ 前項に定める期限を過ぎた申し出、または事前の申し出なくサービスの提供が中止

となった場合、利用者は｢契約書別紙｣に規定されたキャンセル料金を事業者に支払

います。この場合の料金は、第８条規定の他料金に合算をして請求します。 

 ３ 但し利用者の病変、急な入院等のやむを得ない事情や、災害等による場合は、この限

りではありません。 

 

第１１条「契約の自動終了」 

 １ 次の事由に該当した場合には、本契約は自動的に終了とします。 

① 利用者が医療施設や介護保険施設等に入院や入所をし、在宅生活に復帰の見込みが

ないと判断された場合 

② 利用者の要介護認定区分が要介護と判断された場合や、何らかの理由で当該事業の

受給資格を喪失した場合 

③ 利用者が亡くなられた場合 

２ 第９条４項の規定は、本条１項についても準用とします。 



 

第１２条「利用者による契約の解約」 

 １ 利用者は事業者に対して、１週間の予告期間をおいて文書等で通知をすることで、本

契約の解約ができます。但し利用者の病変、急な入院等のやむを得ない事情等がある

場合は、予告期間が１週間以内の通知でも本契約の解約ができます。 

  

２ 次の事由に該当した場合は、利用者は文書等で通知することにより、直ちに本契約の

解約ができます。 

① 事業者が正当な理由なく本契約で規定されたサービス等を履行しない場合 

② 事業者が守秘義務に反した場合 

③ 事業者が利用者やその家族等に対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合  

④ 事業者が廃業等で、本契約の継続が困難な場合   

 ３ 第９条４項の規定は、本条１項及び２項についても準用するものとします。 

  

第１３条「事業者による契約の解約」 

 １ 事業者はやむを得ない事情がある場合には、利用者に対して１ヶ月間の予告期間を

おき、明確な理由を示した文書等で通知することにより、本契約を解約することがで

きます。 

 ２ 次の事由に該当した場合は、事業者は文書等で通知することにより、直ちに本契約を

解約することができます。 

① 利用者からのサービス利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、支払いの催告に対し

ても、指定の期限までに料金が支払われない場合 

② 利用者またはその家族が事業者やサービス従事者に対して、本契約を継続しがたい

ほどの背信行為を行った場合       

３ 第９条４項の規定は、本条１項及び２項についても準用するものとします。 

 

第１４条「守秘義務」 

 １ 事業者及びサービス従事者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家

族等に関する情報を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契

約の終了後も継続します。 

 ２ 予め文書により利用者の同意を得た場合は利用者の個人情報を、利用者の家族の同

意を得た場合は利用者の家族の個人情報を、前項の規定に関わらず、別途定める同意

書の内容に基づいて利用できるものとします。 

 

第１５条「損害賠償責任」 

事業者は当該サービスの提供に際して、事業者の責めに帰すべき事由により、利 

用者の生命、心身、財産に損害を及ぼした場合には、利用者に対してその損害を賠償 



するものとします。なお第１４条に違反した場合も同様とします。 

 

第１６条「緊急時及び事故時等の対応」 

事業者は当該サービス提供に際して、利用者のけがや体調の急変があった場合に 

は、医師や家族等への連絡、その他適切な措置を迅速に行います。 

 

第１７条「連携」 

 １ 事業者は当該サービスの提供にあたり、介護予防支援等事業者及び保健医療、または

福祉サービスを提供するものとの適切な連携に努めます。 

 ２ 第１３条に基づく解約になる際は、事前に介護予防支援等事業者に連絡します。 

 

第１８条「相談や苦情の対応」 

 １ 利用者は提供された当該サービスに関して苦情等がある場合は、事業者、介護予防支

援等事業者、市区町村、国民健康保険団体連合会に対して、苦情等を申し出ることが

できます。 

２ 事業者は相談、苦情等に対応する窓口を設置し、利用者からの当該サービスに関する

苦情や相談等があった場合は、迅速且つ誠実に対応します。 

 ３ 事業者は利用者が苦情等の申し出を行ったことを理由として、利用者及び介護者等

に対してサービス上の不利益が生じないよう、十分に配慮するものとします。 

 

「サービス内容等に関する相談、苦情等の窓口」 

 

 

第１９条「本契約に定めのない事項」 

本契約及び関係法令で定められていない事項については、関係法令等の主旨を尊 

重して、利用者と事業者は誠意を持って協議の上で解決に努めるものとします。 

  

第２０条「合意管轄」 

《事業所の窓口》 

管理者：兼田 晴美 
０８４－９２３－１２８８ 

《国保連の窓口》 

広島県国民健康保険団体連合会 
０８２－５５４－０７８３（代表） 

《福山市の窓口》 

福山市役所 保健福祉局  

高齢者支援課  

０８４－９２８－１１８９（直通） 



  本契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合には、利用者及び事業者は専属的 

合意管轄裁判所を広島地方裁判所福山支部とすることに予め合意します。      

本契約の証として本書２通を作成し、利用者及び事業者が記名の上、各自１通を保有する

ものとします。 

 

契約日       年   月   日 

 

◆利用者  【住所】 

 

【氏名】                     

 

◆立会者  【住所】 

 

【氏名】                     

 

注：「立会者」は、利用者と共に本契約内容を確認し、また緊急時等において利用者の立

場に立ち、事業者との連絡調整等を行うことができる方となります。なお「立会者」

は、本契約上の法的な義務を負うものではありません。 

 

 

※代筆者  【氏名】                    【続柄】      

 

 

◆事業者 

【所在地】     広島県福山市東町一丁目１番 18 号 

 

【事業者名】   医療法人三宅会 

 

【代表者氏名】  理事長 三宅 潤一 

 

【管理者】    兼田 晴美 

 

【事業所名】   グッドライフヘルパーステーション 

(事業所番号 ３４７１５０９７５６)  

 

◆契約書説明者 

【氏名】                        


